
※明日 22日(土)実施の昇段審査会（初段～三段）の受審について 
＜連絡と特例措置＞ 

（この記事を読まれた方は情報拡散にご協力ください。） 

 

新型コロナウイルスの感染拡大状況が非常に深刻で、学校の休校・自宅待機の要請などにより、

多くの受審者から参加が難しい旨の電話連絡をいただいております。 

 

 

当連盟として、以下のように考えます。 

 

①過去 2週間程度を振り返り、 

体調不良がなかったか、濃厚接触の可能性はなかったかをお考え下さい。 

  

②体調が悪い場合は、受審しないで下さい。 

自身だけのことでなく、他者にも迷惑な行為です。 

  

③休校であるかないかは問題にしません。 

「濃厚接触者」でなければ受審を許可します。 

  

④「濃厚接触者」となったが、PCR検査の結果「陰性」となった者については、 

  ⅰ)保健所からの自宅待機要請期間が、「審査会当日を含んでいる者」は、受審できません。 

 ⅱ)保健所からの自宅待機要請期間が、「審査会当日を含んでいない者」は、受審できます。 

  

⑤受審料の返金について、 

今回に限る特例措置として、理由の如何を問わず欠席者全員に全額を返金します。 

 

欠席者には、2 月末日までに返金できるよう事務作業をします。 

返金方法は、申込書に記載されたご住所宛に普通為替証書で送付する予定です。 

 

 

ⅰ)今回「再受審」となる者が欠席した場合、不合格の扱いはしません。 

次回の審査会で「再受審」して下さい。 

ⅱ)返金期間中にキャンセル手続きし、 

手数料を差し引いて既に返金した者にも上記の対応をします。差額金額を返金します。 

ⅲ)欠席連絡は不要です。審査前の点呼で不在であれば、欠席者として扱います。 

 

 

以上 


